
 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、財

政援助団体等監査の結果を次のとおり公表する。 

 

  令和６年１２月２５日 

 

南三陸町監査委員 横 山 孝 明 

南三陸町監査委員 及 川 幸 子 

  

（別紙） 



１ はじめに 

  本監査は、南三陸町が補助金等の財政的援助を与えているもの及び地方自

治法第２４４条の２第３項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているも

のの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものについて、南三陸

町監査基準（令和２年監査委員訓令第１号）に準拠し、実施したものである。 

 

２ 監査を執行した監査委員 

   南三陸町監査委員 横 山 孝 明 

   南三陸町監査委員 及 川 幸 子 

 

３ 監査の種類 

   財政援助団体等監査（地方自治法第１９９条第７項） 

 

４ 監査の対象 

（１） 補助金 

    次の団体等に対し令和５年度に交付した補助金に関し、町の所管課等

が行った事務及び財政援助団体等が行った出納関係事務等 

財政援助団体等 補助金の名称 

みなみさんりく発掘ミュージアム 
南三陸町おらほのまちづくり支援

事業補助金 南三陸を化石で盛り上げる会 

Hookes 

（株）三陸ダイニング 
南三陸町地域おこし協力隊受入事

業者補助金 

（福）南三陸町社会福祉協議会  
南三陸町福祉活動専門員設置費補

助金 

個人 南三陸町経営開始資金補助金 

個人 南三陸町農業次世代人材投資資金 

（一社）南三陸町シルバー人材セ

ンター 

南三陸町シルバー人材センター運

営費補助金 

志津川中学校ＰＴＡ 
南三陸町立中学校県大会等出場費

補助金 

  ※略称について 

   （株）…株式会社、（福）…社会福祉法人、（一社）…一般社団法人 



（２） 公の施設の指定管理者 

    次の団体に対し令和５年度に支出した公の施設の指定管理料等に関し、

町の所管課が行った事務及び当該団体が行った指定管理業務に係る出納

関係事務等 

指定管理者 管理施設 所管課 

（一社）南三陸町観光協会 
南三陸町東日本大震災

伝承館 
商工観光課 

   

５ 監査の着眼点 

（１） 補助金交付事務所管課等 

① 事務処理は法令等に適合しているか 

② 補助金交付要綱等は整備されているか 

③ 補助金額の算定、交付決定、交付時期、手続等は適正か 

④ 補助金交付の目的及び対象事業の内容は明確か 

（２） 財政援助団体等 

① 補助金の請求、受領は適正に行われているか 

② 補助金に係る出納関係帳票の整備、記帳は適正か 

③ 事業は計画及び交付条件に従って実施されているか 

（３） 公の施設の指定管理業務所管課 

① 指定管理者の指定は、適正、公正に行われているか 

② 管理に関する経費の算定、手続等は適正か 

③ 指定管理者に適時に報告を求め、又は指示しているか 

（４） 公の施設の指定管理者 

① 施設は、適正に管理されているか 

② 協定等に基づく業務の履行は適正か 

③ 管理業務に係る出納関係帳票の整備、記帳は適正か 

 

６ 監査の実施内容 

（１） 監査の期間  

令和６年１１月８日（金）～令和６年１２月２３日（月） 

（２） 監査対象課等  

企画課、保健福祉課、農林水産課、商工観光課、教育委員会事務局 

（３） 監査の方法  

関係書類に基づいて、一連の事務手続について調査を実施した。 

また、関係職員及び関係団体から事務処理状況並びに業務執行状況等

について聴き取りを実施した。  



７ 監査の結果 

  補助金の交付事務所管課における事務手続きに関し、一部、中間報告書等が

遅延しており、補助には適切でないと言わざるを得ないもの、複数年継続する

補助において、中途で打ち切りのケースがあり担当部署による継続するため

の支援等が不十分であったもの、さらには、これまで指摘した内容について改 

善等なされていない補助金を確認した。 

これらについては、当該補助金所管課等の所属長から意見を聴き取った上

で指摘し、今後においては然るべき対処されたい旨を伝えた。 

  公の施設の指定管理業務の所管課において行われた事務及び当該施設の指

定管理者が実施した管理業務等に関して現地調査を含め監査を実施した。      

その結果、書類の管理及び施設の管理については、おおむね良好であること

が確認された。 

 

８ 結び 

 町が補助金等の財政的援助をしている団体及び公の施設の指定管理を行わ 

せている団体等、当該財政的援助等に係る出納その他の事務が目的に沿って 

適正かつ効率的に行われているかを主眼に審査を実施した。 

  全体的には、おおむね適正な事務処理内容であったが、多少、事務処理の改 

善が必要なところも見受けられた。令和３年度に事務処理の軽微な指摘を行 

っているが、令和５年度の事務処理においても同じ指摘を繰り返しているこ 

とから、事務の執行あたっては指摘された事項を全庁で共有し改善するよう 

求める。 

補助事業においては、補助金を交付することが目的ではなく、町の施策に沿 

った事業等を後押しすることでまちづくりが実現するものであり、補助対象 

事業に対するフォローアップが必要と思われる。 

  今後においても、なお一層の補助金交付事務の適性化に取り組まれること 

を期待し、結びとする。 

 


